
Q  今年の秋も最低賃金の改定がありますか？ 

A  令和 7 年 10 月に全国最低賃金の改定が行われました。 

最低賃金制度とは、使用者が労働者に支払うべき賃金の最低額を定めた制度です。雇用形態に関

係なく、すべての労働者に適用され、試用期間中も例外ではありません。 

今年度は、全国平均で 63 円引き上げられ、東京都は１２２６円（時間額）となり、引き上げは５年連続、

現制度では過去最大の上げ幅となりました。多くの労働者に生活向上をもたらす一方で、企業にとって

は大きな負担となる可能性があります。 

特にアルバイトやパートタイム労働者が多い飲食業界では、原材料高騰に加え、人件費の上昇が経

営コストに直接反映します。 

 最低賃金には都道府県ごとに定められた地域別最低賃金と産業別に定められた特定最低賃金の２

種類があります。 

特定最低賃金は地域別最低賃金よりも高い水準で定められており、両方同時に適用される場合は、

金額の高い方が最低賃金となります。 

対象賃金は通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、以下の 

①残業代、②賞与、③通勤手当、④精皆勤手当、⑤家族手当は除きます。 

最低賃金は時間額で定められ、月給制、日給制、時間給制など、すべての給与形態において時間

額が適用されます。 

日給制の場合、日額を１日平均所定労働時間で割り、月給制の場合は、１ヶ月の平均所定労働時

間で割り、１時間単位に直して比較します。 仮に最低賃金以下で雇用契約を結んでも、契約は無効

となり差額を支払わなければなりません。特に月給制の場合、所定労働時間で割った金額が最低賃

金を下回っていることがあります。賃金の見直しが必要となりますので、ぜひ確認しましょう。 

 

 

『東京都最低賃金の改正は、トピックスにも掲載しております』 

  

～令和7年度最低賃金の改定～ 



 



 


